
登記相談員（非常勤職員）の募集について 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日  

盛 岡 地 方 法 務 局 

 

 盛岡地方法務局では、下記のとおり登記相談員を募集しています。 

記 

１ 業務内容 

(1) 登記申請手続に関する相談業務 

(2) (1)に付随する業務 

 

２ 募集人数及び勤務地 

(1) 募集人数 

１１名 

(2) 勤務地 

次のいずれかの勤務地とする。 

ア 盛岡地方法務局登記部門 

（盛岡市盛岡駅西通一丁目９番１５号） 

イ 盛岡地方法務局花巻支局 

（花巻市不動町一丁目１番地１） 

ウ 盛岡地方法務局二戸支局 

（二戸市石切所字荷渡６番地１） 

エ 盛岡地方法務局宮古支局 

（宮古市小山田一丁目１番１号） 

オ 盛岡地方法務局水沢支局 

（奥州市水沢字多賀９７番地） 

カ 盛岡地方法務局大船渡出張所 

（大船渡市盛町字宇津野沢８番地１） 

キ 釜石法務局証明サービスセンター内相談所 

（釜石市只越町三丁目９番１３号） 

ク 一関法務局証明サービスセンター内相談所 

（一関市竹山町７番２号） 

 

３ 応募資格 

以下の全ての要件を満たす者とする。 

(1) 司法書士若しくは土地家屋調査士の資格を有すること。又は、司法書士若



しくは土地家屋調査士と同等の能力及び知識を有すること。 

(2) 相談員として必要な能力を有すること。 

(3) 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３８条に該当しないこと。 

 

４ 勤務日及び勤務時間 

(1) 前記２(2)アからカまでのいずれかの勤務地 

ア 勤務日 

月曜日から金曜日までの週５日（祝日法による休日及び年末年始を除

く。） 

イ 勤務時間 

午前９時００分から午後４時３０分までの間（休憩時間６０分を含む。） 

※上記以外の勤務日等を希望する場合は応相談 

(2) 前記２(2)キからクまでのいずれかの勤務地 

ア 勤務日 

応相談（毎週土・日曜日、祝日法による休日及び年末年始を除く。） 

イ 勤務時間 

応相談（午前９時００分から午後４時３０分までの間） 

 

５ 雇用期間 

(1) 前記２(2)アからカ及びク 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(2) 前記２(2)キ 

令和８年４月１日から令和８年８月３１日まで 

 

６ 給与等 

日給１１，２３２円（１日６．５時間勤務の場合） 

時給 １，７２８円（１日６．５時間勤務以外の場合） 

(1) 通勤手当に相当する給与の支給あり。 

(2) 月末締め、翌月給与支給日（毎月１６日） 

  ※ただし、人事院規則９－７第１条の４に準ずる。 

(3) 期末・勤勉手当に相当する給与の支給あり（週の勤務時間が１５．５時間

を下回る場合を除く。）。 

 

７ 応募方法 

項目９の連絡先まで、この公募公告を印刷したもの及び履歴書１通（顔写真

添付）を提出すること（提出期限：令和８年３月１３日（金）午後１時必着）。 



なお、履歴書については、市販の様式で差し支えないが、業務上有用と思わ

れる資格や経験を記載すること。 

また、職務経歴書等の提出を求める場合がある。 

８ 選考方法 

(1) １次選考 

書類選考（１次選考不合格者には、書面でその旨を通知するとともに、提

出された履歴書を返却する。） 

(2) ２次選考 

１次選考合格者にのみ連絡の上、面接試験を実施する。面接日時・場所に

ついては、当該連絡の際にお知らせする。 

 

９ 連絡先 

盛岡地方法務局総務課人事係（担当：及川） 

〒０２０－００４５ 

盛岡市盛岡駅西通一丁目９番１５号 

電話 ０１９－６２４－１１４２ 

 

10 その他 

応募により取得した個人情報は、相談員採用手続事務の目的以外に利用する

ことはない。 

 


